
1 

会 議 録 

会議の名称   令和７年 第１４回 白岡市教育委員会定例会  

開催日   令和７年１０月１６日（木）  

開催時間   午前９時３０分 開会 ・ 午前１０時４５分 閉会  

開催場所   大山庁舎 １階会議室  

教育長の氏名   横 松 伸 二  

出席者（委員

等）の氏名  

横 松 伸 二       福 永   肇  

 和 田 玲 子       諸 岡 瑞 穂  

小野目 如 快  

欠席者（委員）

の氏名  
 

 

説明員の職・  

氏名  

 

教育部長          長 谷 川  亘 

教育総務課長        高 澤  憲 司 

教育指導課主任指導主事   安 達   季 秋  

生涯学習課長        岩 楯  浩 志 

魅力ある学校づくり推進室長 齊 藤  健 

生涯学習課主査       平 山  雅 基 

事務局職員の

職・氏名  
教育総務課主幹             神 田  晶 子  

点検評価員   吉野 高男、板垣 時夫  

会議次第  

１ 開会  

２ 日程第１ 会議録署名委員の指名  

３ 日程第２ 委任事務等報告事項  

第１ 区域外就学について 

第２ 就学すべき学校の指定の変更について 

第３ 令和７年度就学援助の認定について 

第４ 専決処分の報告について 

４ 日程第３ 議案  

議案３４号 白岡市生涯学習センター条例施行規則の一部

を改正する規則 

議案３５号 白岡市教育委員会公印規則の一部を改正する

規則 

議案３６号  白岡市教育委員会教育長の権限に属する事務

の決裁等に関する規程の一部を改正する訓令 
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議案３７号 白岡市生涯学習センター指定管理者選定委員

会設置規程を制定する訓令 

議案３８号 白岡市生涯学習センターギャラリー利用要綱

の一部を改正する告示 

議案３９号 白岡市生涯学習センター防犯カメラの設置及

び運用に関する要綱の一部を改正する告示 

５ 日程第４ その他の事項  

その他１ 9月の教育委員会諸事業結果報告について 

６ 閉会  

配布資料  別添のとおり  

傍聴者数  １人  

 

１ 開 会  

教育長         出席委員５名、定足数に達しており開会を宣言した。  

           地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第

２項に基づく教育長職務代理者として、１０月１日付け

で和田委員を指名したことを報告する。 

            

２ 会議録署名委員の指名  

教育長         市教育委員会会議規則第１５条の規定により、和田委

員及び福永委員を指名した。  

 

教育長         日程第２の委任事務報告事項、第１、第２及び第３は

個人情報を含む内容であるため、非公開で行いたいが如

何か。  

委員          （異議なし）  

教育長         異議なしと認め、報告事項第１、第２、第３及び第４

は非公開で行う。また、審議の順番を公開案件からとす

る。  

 

４ 議案  

【上    程】  

教育長         議案第３４号 白岡市生涯学習センター条例施行規則

の一部を改正する規則について、提案理由の説明を求め

る。 
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【説    明】     （議案第３４号について、教育部長が概要説明を行

い、生涯学習課長が資料に基づき説明した。）  

【質疑応答概要】  

Ａ委員          法的なことを伺う。今改正し、施行自体は令和８年

１０月１日なのか。  

生涯学習課長       施行が始まる前に例規の整備をするということで行

っているものである。  

【採    決】     

教育長          議案第３４号 白岡市生涯学習センター条例施行規

則の一部を改正する規則について、案件のとおり決定

する。  

 

【上    程】  

教育長          議案３５号 白岡市教育委員会公印規則の一部を改

正する規則について、提案理由の説明を求める。 

【説    明】     （議案第３５号について、教育部長が概要説明を行

い、生涯学習課長が資料に基づき説明した。）  

【質疑応答概要】     （質疑なし）  

【採    決】     

教育長          議案３５号 白岡市教育委員会公印規則の一部を改

正する規則について、案件のとおり決定する。  

 

【上    程】  

教育長          議案３６号 白岡市教育委員会教育長の権限に属す

る事務の決裁等に関する規程の一部を改正する訓令に

ついて、提案理由の説明を求める。 

【説    明】     （議案第３６号について、教育部長が概要説明を行

い、生涯学習課長が資料に基づき説明した。）  

【質疑応答概要】     （質疑なし）  

【採    決】     

教育長          議案３６号 白岡市教育委員会教育長の権限に属す

る事務の決裁等に関する規程の一部を改正する訓令に

ついて、案件のとおり決定する。  

 

【上    程】  
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教育長          議案３７号 白岡市生涯学習センター指定管理者選

定委員会設置規程を制定する訓令について、提案理由

の説明を求める。 

【説    明】     （議案第３７号について、教育部長が概要説明を行

い、生涯学習課長が資料に基づき説明した。）  

【質疑応答概要】  

Ｂ委員          指定管理者の選定について、指定管理業者がいくつ

か出て選定するのだと思うが、業者が決まったら解散

し、数年後にまた結成されるということか。  

生涯学習課長       プロポーザルで提案してもらい、選定委員会に選定

してもらう。５年後にまた招集し選定することを考え

ている。解散はしない。  

教育長          充て職である。  

生涯学習課長       その職で委員を決めることとなる。  

Ｃ委員          委員全員で５名なのか。この５名は指定で、そのほ

かにメンバーを集めるのか。  

生涯学習課長       ５名のままとなっている。  

Ｃ委員          委員の職について伺う。経営企画部長、財政課長、

総務課長の職の内容を教えていただきたい。  

生涯学習課長       経営企画部は組織について、組織全体を総合的に見

る位置づけである。財政課長は財政に特化し、財政の

観点から審査する。総務課長は人事権を持っているの

で、どういう人事体制かという観点から審査する。生

涯学習課長は生涯学習センター管理を行っている。  

Ｃ委員          教育委員会から２名、市全体１名、財政部門１名、

人事部門から１名ということはわかった。総務課長が

人事権を持っていることについて、生涯学習センター

の指定管理とどう結びつくのかもう少し詳しく教えて

いただきたい。  

生涯学習課長       指定管理を行うに当たり、指定管理にしない文化財

は残り、市の直営になるので、そういう観点から見る

ものである。  

教育長          指定管理者の人体制を見て、この業者で良いかを見

る。仕事の内容や体制を見るため、総務課長が適任で

ある。  

Ａ委員          そもそも指定管理者が管理する内容は何か。施設管
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理全般が入っているか。  

生涯学習課長       図書館を運営する。生涯学習センターは、会議室等

を貸す館であるため、施設管理を行ってもらう。  

Ａ委員          水道、トイレなどの管理も指定管理者が行うのか。  

生涯学習課長       清掃などもお願いすることとなる。  

教育長          図書館について、市も関わるが、トピックス的な話

題のコーナーを作るとか本の選定を行うなど、民間の

力で行っていただく。大きなところだと司書がたくさ

んいるので臨機応変に多くの司書を配置できる。今は

市では１名司書を置いているので、サービスが向上す

るということである。  

【採    決】     

教育長          議案３７号 白岡市生涯学習センター指定管理者選

定委員会設置規程を制定する訓令について、案件のと

おり決定する。  

 

【上    程】  

教育長          議案３８号 白岡市生涯学習センターギャラリー利

用要綱の一部を改正する告示について、提案理由の説

明を求める。 

【説    明】     （議案第３８号について、教育部長が概要説明を行

い、生涯学習課長が資料に基づき説明した。）  

【質疑応答概要】  

Ａ委員          白岡市歴史資料館のギャラリーについては指定管理

者に任せないのか。 

生涯学習課長       博物館の一部の資料館という位置付けである。指定管

理者になっても市直営であるため、その部分を今回分け

る。 

【採    決】     

教育長          議案３８号 白岡市生涯学習センターギャラリー利

用要綱の一部を改正する告示について、案件のとおり

決定する。  

 

【上    程】  
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教育長          議案３９号 白岡市生涯学習センター防犯カメラの

設置及び運用に関する要綱の一部を改正する告示につ

いて、提案理由の説明を求める。 

【説    明】     （議案第３９号について、教育部長が概要説明を行

い、生涯学習課長が資料に基づき説明した。）  

【質疑応答概要】     （質疑なし）  

【採    決】     

教育長          議案３９号 白岡市生涯学習センター防犯カメラの

設置及び運用に関する要綱の一部を改正する告示につ

いて、案件のとおり決定する。  

 

５ 日程第４ その他の事項  

その他１ ９月の教育委員会諸事業結果報告について 

【説    明】     （生涯学習課長が資料に基づき説明した。） 

【質疑応答概要】  

Ａ委員          昨年と比較し、開催回数が増えているのは良い傾向

である。  

会場で生活科室、体育館、多目的室、図工室等を使

う時、許可は必要か。学童保育所を使用することは出

来るか。 

生涯学習課長       教頭が同席して打合せを行っている。こういうものを

したいので使用できるか伺い、許可をもらっている。 

放課後子ども教室の時間に学童保育を行っていて学

童保育所を使用できないため、使用する教室の許可を

もらっている。 

Ａ委員          学童保育所が利用できるシステムがあると、教室がな

いという西小でも放課後こども教室を開催できるので

はないか。 

生涯学習課長       西小学校はこれから実施する。学校により人数が多い

と空き教室があるかわからない。また、大山小は回数が

少なくてもできるが、篠小は学年ごとに分けて実施した。

何を目的としてやるかで生活科室かもしれないし家庭

科室かもしれない。学校のスケジュールで、教室の空き
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を見て実施できるとしている。  

Ｂ委員          ドラム缶ピザの時も好評だったが、食べる事へ好奇

心があるのだと思う。粘土の型抜きも面白い。お菓子

でなく粘土だったので、食べることにしなかったのは、

衛生面の配慮か。 

生涯学習課長       食べられたら良いというのは同意見だが、衛生面に配

慮した。型を抜いた粘土は、ビニール袋で持ち帰れるよ

うにした。 

Ｃ委員          篠津小学校で実施できて良かった。ぶんぶんゴマの

体験を見に行き、子供の頃の体験が思い出としてよみ

がえったので、体験に勝るものはないと感じた。 

最初ということもあり運営スタッフの苦労を感じた

が、まずは受け入れに際し、事前の申し込み受け、誰

が迎えに来るのかなど、運営の細やかさを感じた。受

け入れと引き渡し方の安全面への配慮に苦労を感じた。 

また、キリなどの道具を使っており、スタッフが１

人１人について目を配らせていたのを拝見できて、頑

張っていると感じた。子供たちの下校時間の送り迎え

についても、きめ細やかに行っていたので、プログラ

ムだけでなく、最初から最後まで見学出来たことに感

謝する。運営の苦労が良く分かったし、広げていく苦

労もわかったが、いろいろなプログラムを楽しみにし

ている。 

生涯学習課長       職員だけではできない事業である。目配り、気配り、

心配りについて、サポーターの力があって実施できてい

る。地元の人が中心になってやる、という意識を持って

やってもらうのが大事だと感じた。 

Ｄ委員          田植えをして稲刈りをしたのは、継続して参加した人

か。 
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生涯学習課長       参加した人は、最初から最後まで行う。今年は雨で田

植え体験が出来なかったが、次の週では合せられないの

でたいへんなこともあったが、参加者は最初から続けて

稲刈りを実施することとなっている。 

Ｄ委員          収穫したお米はどうするのか。 

生涯学習課長       次回、おにぎりにして食べることまでがこの講座であ

る。 

Ｂ委員          市内で何校かは、授業で田植えや農業体験があった

と思う。刈り取った稲は、昔は天日干しまで行ったが、

刈り取った稲はどのようするのか。 

生涯学習課長       干すのは農家に行っていただくが、参加者にはしめ縄

づくりも体験してもらうし、おにぎりを食べるまでが体

験講座である。 

Ｂ委員          講師の謝礼の話が出ていたが、農家への謝礼はどう

しているか。 

生涯学習課長       お渡ししている。 

【承    認】     （質疑応答後、全員異議なく承認）  

 

（傍聴人退席）  

 

３ 委任事務等報告事項（教育長報告）  

第１ 区域外就学について  

第２ 就学すべき学校の指定の変更について  

【説    明】     （報告第１及び第２について教育部長が資料に基づ

き説明した。）  

【質疑応答概要】     ～非公開案件につき内容省略～                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

【承    認】     （質疑応答後、全員異議なく承認）  

 

第３ 令和７年度就学援助の認定について 

【説    明】     （報告第３について教育部長が資料に基づき説明し

た。）  

【質疑応答概要】     ～非公開案件につき内容省略～                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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【承    認】     （質疑応答後、全員異議なく承認）  

 

第４ 専決処分の報告について 

【説    明】     （報告第４について、教育部長が概要を説明し、生

涯学習課長が資料に基づき説明した。）  

【質疑応答概要】     ～非公開案件につき内容省略～                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

【承    認】     （質疑応答後、全員異議なく承認）  

 

６ 閉 会  

教育長          以上をもって閉会を宣言する。 

 

 

議事のてん末・概要を記載し、その相違なきを証するため、ここに署名する。 

 

令和  年  月  日  

 

            教    育   長  

 

            議 事 録 署 名 委 員 

 

            議 事 録 署 名 委 員 

 

 

 


